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◎はじめに 

牛及び牛肉に係る個体識別情報の適切な管理及び伝達・提供を促進すること

等により、消費者の利益の増進を図ること等を目的として、平成１５年６月に

は「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（以下「ト

レーサビリティ法」という。）が成立し、関係政省令などが制定されている。 

トレーサビリティ法は、平成１５年１２月１日から牛の生産段階（一部と畜
．．

段階での届出を含む。）において施行され、平成１６年１２月１日からはと畜
．．
以

降の流通段階においても施行されることとされている。 
このような状況を背景として、国産牛肉のトレーサビリティを実施するため

の基本的な手順を示した「国産牛肉トレーサビリティ導入手引書（総論編）」が

作成され、この総論編のほか更に詳しい「と畜場編」、「部分肉加工場編」、「食

肉小売店舗編」、「焼肉店舗編」などの手引書が作成されている。 
ところで、食肉流通において大きな役割を担っている食肉加工メーカー・卸

売業者や量販店・チェーンストア等の食肉販売業者における取引は、商品（食

肉）に物流バーコードを貼付して行われ、取引情報（納品、請求情報等）は情

報機器を使用した電子情報交換(Electronic Data Interchange=EDI)によって行

われているものが多い。 
トレーサビリティ法に基づき、これら食肉販売業者はそれぞれ、取引先毎に、

納入（仕入）した牛肉の個体識別番号、重量等を記録し、保存しなければなら

ないこととされている。 
トレーサビリティの情報伝達をＥＤＩによって行っている食肉販売業者が牛

肉の個体識別情報及び取引情報をシステマティックに記録・保存をするために

は、可及的速やかにＥＤＩフォーマットや物流バーコードの標準化などの環境

整備をすることが必要である。 
本書は、効率的かつ正確なトレーサビリティの実施を図るために、新たに食

肉販売業者が業務の電子化を図る場合の手引書として、また、すでに業務を電

子化している販売業者が現行のシステムをより効率的に運用することができる

ようにするための手引書として作成したものである。 
本書が関係者によって広く利用されることを望むものである。 

 

平成１６年７月 

 
財団法人日本食肉流通センター 

理事長 赤保谷 明正 
 



 

１ 対象事業者 
（１）（と畜段階）食肉卸売市場の部分肉加工場（市場会社直営・関連会社含む）、

食肉卸売市場内仲卸事業者、産地食肉センターの部分肉加工場・

部分肉販売事業所 
 
（２）（卸売段階）食肉加工メーカー、部分肉加工事業者、食肉卸売業者（食肉商

社）、精肉パック加工場（パックセンター） 
 
（３）（小売段階）チェーンストア（本部・店舗）、量販店、食品スーパー、食肉

専門小売店 
 
（４）（その他） 食肉卸売段階の委託を受けて食肉の冷蔵保管・入出庫を行う

営業冷蔵庫 
 
２ 対象とする電子情報 
 

電子化されている情報は、以下の通りである。 
（１）枝肉仕入情報 
（２）部分肉加工情報 
（３）卸売段階の部分肉販売・管理情報 
（４）小売（チェーン）発注情報 
（５）納品情報 
（６）請求情報 
（７）（営業冷蔵庫等）入庫情報・在庫情報・出庫情報 

 
◎ 以上の情報のうち、（１）枝肉仕入情報（２）部分肉加工情報については「国

産牛肉トレーサビリティ導入手引書」の「と畜場編」、「部分肉加工場編」

に詳しく書かれているので参照のこと。 
 
◎ （４）小売（チェーン）発注情報、（５）納品情報、（６）請求情報につい

ては、原則として既に行われている電子化の手法をそのまま利用する。（新

規にシステムを導入をする場合は、（財）食品流通構造改善促進機構の「食

肉流通の取引電子化導入･活用ガイド」を参照のこと。） 
 
◎ 本書では、「チェーンストアのパックセンター」や「食肉販売業者」が得意

先（小売チェーンの各店舗、卸売業者など）に納品する場合に、トレーサ
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ビリティ法で課せられている得意先別の納品（仕入）した個体識別番号毎

の納品重量、納品日等の情報（以下「トレーサビリティ情報」という。）を

伝達・記録・保存する方法について詳しく解説する。 
 
◎ トレーサビリティ情報を伝達・記録・保存する方法は、（３）の卸売段階に

おける食肉卸売業者間の取引や、産地食肉センターと食肉卸売業者との部

分肉販売管理情報を伝達・記録・保存する方法としても利用することにな

る。 
 
◎ また、食肉加工メーカー等が営業冷蔵庫に預け、営業冷蔵庫から直接得意

先に納品される場合もあるので、（７）の（営業冷蔵庫等）入庫情報・在庫

情報・出庫情報についても一部触れることとした。 
 
３ 卸売段階におけるトレーサビリティ情報の伝達・記録・保存の方法（現状と

今後の方向） 
 
食肉卸売会社（産地食肉センター・食肉卸売会社・食肉加工メーカー等）の

うち、業務を電子化している企業でのトレーサビリティ情報の伝達・記録・保

存の方法を以下に示す。（詳細は「国産牛肉トレーサビリティ導入手引書（部分

肉加工場編）」を参照のこと。） 
 
（１） 仕入（枝肉） 
・ 仕入時には、と畜場（食肉卸売市場、産地食肉センター等）からの帳票（枝

肉受渡票等）と枝肉に貼付されたラベルにある個体識別番号と照合・確認

を行う。（枝肉に貼付するラベル例は、表６の１（１４頁）に示してある

ので参照のこと。） 
・ 仕入れた枝肉の情報（仕入先別、個体識別番号・重量・仕入日等）の記録・

保存は、と畜場（食肉卸売市場、産地食肉センター等）からの帳票（枝肉

受渡票等）内容をパソコンに入力し、商品管理情報としてサーバー等でデ

ータ管理する。 
 

（２）加工 
・ 仕入れた枝肉の搬入時に枝肉に貼付されたラベル（バーコード）をスキャ

ン（スキャナーで読み取ること）し、「加工管理情報」用パソコン等にデー

タを送信する。 
・ 部分肉加工の最終段階で包装・計量時に計量器に連動した部分肉計量ラベ
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ル発行機から打ち出されたラベルを部分肉１ピースずつと容器（ダンボー

ル）に貼付する。 
・ 部分肉計量ラベル発行機には前記（１）で入力された個体識別番号が読み

込まれているので、部分肉計量ラベルには自動的に個体識別番号が表示さ

れる。 
・ 個体識別番号毎の加工データ（部分肉セット重量・部分肉歩留りなど）は、

「加工管理情報」としてデータ蓄積される。 
・ 計量ラベルにはバーコードも表示し、バーコードによって個体識別番号を

含め各種の情報が伝達できる。 
（部分肉に貼付するラベル例は、表６の２（１５～１７頁）に示してあるの

で参照のこと。） 
 
（３）販売 
・ 販売する部分肉の部分肉計量ラベルのバーコードをスキャンし、連動した

情報機器により販売伝票を作成する。 
・ 販売した部分肉の販売先別の個体識別番号・重量・販売日等の情報は、サ

ーバー等の情報機器に「販売管理情報」として記録・保存される。 
 
（４）小売段階への情報伝達 

小売段階へは、部分肉に貼付された部分肉計量ラベル（バーコード併記）

と販売伝票・個体識別番号一覧表によって個体識別番号等のトレーサビリテ

ィ情報の伝達が行われる。 
 
◎注意 

・小売段階へ個体識別番号を正確に伝達することがトレーサビリティ

法で卸売段階に課せられた義務であるので、細心の注意が必要であ

る。このため、部分肉計量ラベルは、部分肉パーツ（部位）毎に１

枚ずつシュリンク包装袋の上に剥がれないように貼付し、収納する

ダンボールに収める。 
   ・得意先の要望により、納品するダンボールの中に個体識別番号ラベ

ルを別途挿入する場合には、部分肉製造現場や小売段階の精肉製造

現場で当該ラベルの貼付を取り違えることが考えられるので、十分

留意する必要がある。 
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表１ 卸売段階におけるトレーサビリティ情報の管理図 

 

 
作業項目 

 

仕入（枝肉） 
枝肉計量 
 
 
 
大分割 
脱骨 
整形 
袋詰 
真空包装 
        

 
 
部分肉計量 
箱詰 
 
 
 
保管 
 
 
 
販売 
（卸売・出荷） 

 
 
            

               
     

 
 

 
 
 
         
                    
 

 
        
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 

納品伝票等（受渡票） 
と枝肉ラベルとの照合

確認 
 
加工依頼書 
 
加工日報 
 
 
 
部分肉歩留り情報 
 
 
 
 
 
部分肉計量ラベル 
部分肉の容器の外面

と部分肉の部位別に

貼付：算用数字とバ

ーコード併記 
保管 
場合により、営業冷

蔵庫に預入れ 
 
 
 販売先へ個体識別番号伝達 

販売伝票・個体識

別番号一覧表 

仕入先・仕入枝肉 

重量入力 

ラベルスキャン 

個体識別番号別部分肉重量 

自動取り込み 

個体識別番号等 

情報取り込み 

ラベルスキャン 

 
仕入・加

工情報 

 
販売管理 
情報 

部分肉 
計量ラベル 

部分肉 
計量情報 

 
と畜場からの情報 

 
枝肉ラベル 
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４ 小売段階におけるトレーサビリティ情報の伝達・記録・保存の方法（現状と

今後の方向） 
 

量販店やチェーンストアの本部・店舗においては、取り扱い商品が生鮮４品

（魚・肉・野菜果物・花）、加工食品のほか多岐にわたっており、発注・仕入・

販売管理はすべて情報機器によってシステマティックに行われている。仕入先

とは、コードやメッセージを決め、EDIによって情報の交換が行われている。 
 

トレーサビリティ法に基づいて行われるチェーンストア等の小売店舗やパ

ックセンターでの作業手順を以下に示す。 
 
（１）発注 

各店舗からの発注が本部に送信され、本部のコンピュータから EOS（エレ
クトロニック・オーダーリング･システム）によって食肉卸売会社等にコン

ピュータ発注情報を送信する。 
 
（２） 仕入・検品 
・ 仕入時には、発注した商品の検品を行うとともに、食肉卸売会社等からの

帳票（販売伝票・個体識別番号一覧表）と部分肉に貼付された計量ラベル

にある個体識別番号との照合・確認等を行う。 
・ 納入された部分肉の計量ラベルにあるバーコードをスキャンし、加工管理

用バーコードを発行する。・・・このバーコードラベル（「伝承ラベル」と

いう。）は、仕入部分肉の重量等から一定の枚数を発行するルールを決め

ておき、当該部分肉の収納されたダンボール箱に入れておく。 
 
（３） 精肉加工 

部分肉から精肉加工し、トレーに詰め、カートに一時置きする。・・・カ

ート一段毎に（２）の伝承ラベルを貼付する。 
 
（４） 包装・値付け 
・ 包装・値付機に伝承ラベルのバーコードを読取らせ、プライスラベルに個

体識別番号を印字させる。 
・ 精肉をパックし、プライスラベルを貼付する。・・・包装・値付けの一連

の作業は包装・値付機でする場合が多い。 
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表２ チェーンストアのパックセンターや精肉売場等でのトレーサビリティ情

報の管理図 

作業項目  
発注 
 
 
 
仕入・検品 
 
 
 
個体識別番号 
伝承ラベル発行 
 
 
一時保管（冷却） 

 
精肉加工 
トレー盛付け 

カート一時置き 

包装 

値付け（ラベル貼付） 

 
 
 
店舗での販売 
 精肉パック陳列 

 
 
 
 
 
 

 
      ＥＯＳ発注 
 
 
 
 
 
 
 ラベルスキャン 

 
 
 
 
 
ラベルスキャン・個体識別番号読取 

 
    加工データ 

 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 

卸売段階 
 
 
 
商品の検品 

個体識別番号照合 
 
 
 
 
 
 
 
 
カート一段毎に伝承

ラベル貼付 

 

発注情報 

部分肉計 
量ラベル 

販売伝票・個体

識別番号一覧表 

伝承ラベル 

 
加工情報 

受注情報 

 

     
包装・値付機
           パックセンターの

場合店舗配送 

店内加工 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
個体識別番号と 

アクセス方法表示 
 
 

パック商品 

ラベル 

ラベル 

パック商品 

配送票 

表示ボード・ 
個体識別番号 
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◎注意 
＜伝承ラベルの発行＞ 店舗等に部分肉ラベルを読み取るスキャナー（バー

コードリーダー）やバーコード発行機が無いために伝承ラベルの発行が出来

ない場合は、精肉加工の段階で伝承ラベルに替えて識別ＮＯ（または記号）

のメモを対象部分肉とカートに貼付しておく。 
＜包装・値付け＞上記の場合、値付けの際に、包装・値付けの対象となる部

分肉計量ラベル（個体識別番号）を商品ラベルに取り込む。 
＜販売・表示＞ 商品ラベル（プライスラベル）に個体識別番号を表示でき

ない場合は、カラーシールや棚帯等によって識別出来るようにし、店頭ボー

ドにて個体識別番号を連動させ、消費者に伝達する方法をとる。（詳しくは「国

産牛肉トレーサビリティ導入手引書（総論編）」を参照のこと。） 
 
５ 食肉卸売段階と小売段階における情報の伝達・記録・保存の現状 
（１）個体識別番号の伝達・表示販売 
・ 食肉卸売会社から小売段階へ帳票と部分肉計量ラベルで個体識別番号を伝

達し、パックセンターでその情報をパック商品に貼付したり、小売店舗に

おいてボードにより個体識別番号を伝達して販売する一連の作業は、現行

の情報交換の手法で可能である。 
 
・ 食肉卸売会社によっては、部分肉計量ラベルにバーコードが記載されてい

ない場合があり、また、食肉卸売会社が共通で同一の体系を使用していな

い場合があるのでこの標準化が必要である。 
 
・ 食肉卸売会社にとっては、産地食肉センターや食肉卸売会社からの仕入管

理や、部分肉を営業冷蔵庫で冷蔵保管する際の入出庫・在庫管理のために

もバーコードの活用を図ることが望まれる。 
 
（２）納品伝票 
・ 多くの場合チェーンストア統一伝票を使用して納品しているが、この伝票

には個体識別番号の記載欄がない。チェーンストア統一伝票の様式の変更

は、トレーサビリティへの対応が食品の多くの部門で広がった時に検討さ

れることになると思われるが、食肉部門（しかも牛肉のみ）だけの段階で

個体識別番号を入れた納品伝票に様式を統一することは困難である。 
 
・ 国産牛肉トレーサビリティ導入手引書（総論編）に示された品名・規格欄

に二段書きすることは可能であるが、それに対応するＥＤＩが出来ていな
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い（個体識別番号は、得意先でデータとして記録・保存ができない。）。 
 

従って、「国産牛肉トレーサビリティ導入手引書（総論編）」に示されてい

るように、納品書には「和牛かたロース」、「８個」、「１２５．８KG」と記
載するのが通常であり、個体識別番号は、同手引書にある「個体識別番号一

覧表」で伝えることになる。 
 
表３ 納品書と個体識別番号一覧表の例 
＜販売伝票＞ 

店長 ｉｎｐｕｔ 検収者 伝票区分 検収印

　　（仕入伝票） 12468

店 店コード 部門コード 納　入　月　日 取引先コード 取

引

名 １５ 　０５ 　０７ １ ２ ５ ７ ０ ９ 先

品名　　・規格 入数 ケース 商品コード 数量 原単価 原価金額 売単価 備考（売
和牛かたロース

8 81320 125,8 2950 371110

2

3

原価金額合計 売価金
備考 個体識別番号の一覧は別紙です 371110

納品書
伝票番号

1

㈱川崎ハム
㈱食品スーパー

川崎

 

 
＜個体識別番号一覧表＞ 
個体識別番号一覧表         納入日  年 月 日 納品書ＮＯ１２４６８ 

№ 品名規格 識別番号 個体識別番号 重量ＫＧ 

１ 和牛かたロース １２３右 １３２４６８９０３３ １２．５ 

２ 同上 １２３左 １３２４６８９０３３ １１．８ 

３ 同上 １２４右 ２３４５６７８９０１ １０．６ 

４ 同上 １２４左 ２３４５６７８９０１ １０．７ 

５ 同上 １２５右 １３５７９２４６８０ １２．３ 

６ 同上 １２５左 １３５７９２４６８０ １１・９ 

７ 同上 １２６右 ４５６７１２３６６３ １３．２ 

８ 同上 １２６左 ４５６７１２３６６３ １２．３ 

     

合計    １２５．８ 
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（３）記録管理 
・ 食肉卸売会社には、販売先別に部分肉の個体識別番号、重量、納入日等を

記録管理することがトレーサビリティ法で義務付けられている。 
 
・ 小売段階の量販店・チェーンストアにおいても、各店舗別に仕入先の食肉

卸売会社、部分肉とその個体識別番号、重量、仕入日等を記録管理するこ

とがトレーサビリティ法で義務付けられている。 
 
・ しかし、食肉卸売会社と量販店・チェーンストア間の現行のＥＤＩでは、

個体識別番号データは何処にも残らないので、個体識別番号一覧表の書類

等を保存する方法しかない。 
 
・ 書類での保存は、日々大量の取引をしている食肉卸売会社や量販店・チェ

ーンストアにとって物理的にも困難なことであり、何よりも業務の効率化

のためにＥＤＩを採用しているこれらの企業にとっては、好ましいことで

ない。 
 
６ 食肉卸売段階と小売段階におけるトレーサビリティ情報の新たな伝達・記

録・保存の方法 
（１） 業務の電子化が進んでいる食肉卸売会社と量販店･チェーンストア間にお

ける個体識別番号等の情報伝達は、ＥＤＩによって行い、トレーサビリテ

ィ法で義務付けられている個体識別番号等のトレーサビリティ情報をデ

ータとして蓄積・保存する。 
具体的には、卸売業者のサーバーに個体識別番号等のデータを保存する

ことにより、そのデータを小売業者に伝送してサーバーに保存するシステ

ム、小売業者からアクセスすることによりデータを受信するシステムが考

えられる。 
なお、上記システム構築に伴う伝送手順やセキュリティ等については、

当事者間で事前に十分協議しておく必要がある。 
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表４ 新たなトレーサビリティ情報の伝達・記録・保存の方法の事例図 
 

 
                                               と畜段階 卸売段階 小売段階 

                          

 
 
 
   
     
 
 
 
 
 
 
                                                

 
 
 
                     
               

 
 
               

 

 
 

 
 
            

 

取り出し 

検索 

 

送信 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（卸売市場） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（産地食肉センター） 

 
 
 
          

 
 
 
 
 
 

食肉市場会社 

 
市場内 

部分肉加工場 

仲卸業者 

食肉卸売会社 

食肉加工メーカー 

発注情報 
（ＥＯＳ） 

と畜部門 

 
部分肉加工 

 
 
 
 
部分肉   

販売部門 

チェーン 
ストア本部 

量販店 

店舗 店舗 

 
請求情報 

ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ

情報 
部

食肉卸売会社 

食肉加工メーカー 

ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
情
報 

 

トレーサビリ

ティ情報 

枝肉 
ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ 

情報 

ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ 

情報 

 

トレーサビリ

ティ情報 

ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ 

情報 

納品情報 

   入庫情

     

 
 

 

     
加工情報 

                                

                                

              

 
 

食肉専門 
小売店 精肉パック

センター 

食品スーパー 

分肉加工場 
入出庫・在庫情報 

報     冷蔵倉庫業者      出庫情報 
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（２） 納品に際し、従来の納品書に加え「トレーサビリティ情報」を伝達する。 
・ 国産牛肉トレーサビリティ手引書（総論編）にある前記表３の「個体識別

番号一覧表」に代わるもの。 
 
・ 名称は、「トレーサビリティ情報」、「個体識別番号一覧表」、「明細表」、「量

目表」等とし、特に統一した名称としない。 
 
表５ 新たなシステムによる「トレーサビリティ情報」の帳票例（保存データを

プリントアウトしたもの） 
 
 
（その１） 
 トレーサビリティ情報       販売者〇〇食肉   担当者 山本

管理ＮＯ  納品書ＮＯ ２３４５６

７ 

納品日 ０４／６／６ 

販売先 スーパー神奈川 店舗 川崎店 作成日 ０４／６／５ 

商品名 

 

数量 重量 産地 枝ＮＯ 個体識別番号 備考 

和牛サーロイン ２ １１．５ １０・８ 岩手県 １２３４ １１５５３０５３０６  

和牛かたロース １ １２．６ 福岡県 ００１２ １０７８９２９７６７  

国産牛うちもも １ １０．８ 神奈川県 ００３４ １０５５５６６６７８  

国産牛しんたま １ ８．３ 神奈川県 ００３４ １０５５５６６６７８  

        

        

        

国産牛ともばら １ １７．８ 福岡県 ００２４ １１４４５６６７７８  

合計 １２ １８６．５     
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（その２）個体識別番号をバーコードで記載したもの 
 量目明細表・個体識別番号一覧表  販売者〇〇食肉   担当者 山本

管理ＮＯ  納品書ＮＯ ３４５６ 納品日 ０４／６／６ 

販売先 スーパー神奈川 店舗 川崎店 作成日 ０４／６／５ 

商品名 数量 重量 産地 枝ＮＯ 個体識別番号 バーコード 

和牛サーロイン ２ １１．５ １０・８ 岩手県 １２３４ １１５５３０５３０６ 

 

和牛かたロース １ １２．６ 福岡県 ００１２ １０７８９２９７６７ 

 

国産牛らんいち １ １１．６ 大分県 ００４５ １２３４５６７８９３ 

 

        

        

        

合計 ９ １３８．６     

 
（部分肉計量ラベルが不鮮明でスキャンしにくい場合には、このバーコードで個体識別番号を読

み取ることが可能。） 

注：一行に複数の商品名・個体識別番号が印字される帳票もある。 

 
（３） トレーサビリティで必要な個体識別番号等のＥＤＩ標準フォーマットの

作成（標準フォーマットは、１９頁に示してある｡）。 
 
◎上記「食肉ＥＤＩ標準フォーマット」、「食肉標準物流バーコード」は、農林水

産省の「生鮮食品等取引電子化基盤開発事業」で開発された 
・食肉ＥＤＩ標準メッセージ 
・食肉標準物流バーコード 

  を基本とし、これに必要な調整・修正を行なった。 
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◎但し、食肉卸売会社と量販店･チェーンストア間で行われているトレーサビリ

ティ以外のＥＤＩメッセージ（商品コード等）は、現在使用しているコードの

ままとし、情報機器によって「コードの読み替え」などで対応する。 
 

・ 新たに情報機器を導入してＥＤＩを行う食肉販売業者は、農林水産省の

「生鮮食品等取引電子化基盤開発事業」で作成された「食肉流通の取引電

子化導入・活用ガイド」（（財）食品流通構造改善促進機構の発行）にある

「食肉標準商品コード」を利用することとする。 
 
（４） 今回決めた「食肉ＥＤＩ標準フォーマット」、「食肉標準物流バーコード」

は、産地食肉センターと食肉卸売会社との部分肉取引や、食肉卸売会社間

の部分肉取引、営業冷蔵庫における入出庫・在庫管理にも活用する。 
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表６ 食肉に貼付するラベルの例と食肉標準物流バーコード 
１ 枝肉ラベルの例（食肉標準物流バーコードを枝肉ラベルに適用した例。） 
 <枝肉ラベルへの食肉標準バーコードの表示例> 

黒毛和種 東京都

１２１．０

1010　右1234567895

(251)1234567895(11)031128(3101)001210(7002)99910102111130

畜種・品種

枝肉番号

原産地

個体識別番号

重量

ｋｇ

と畜日

03.11.28

東京都千代田区千代田１－１－１

株式会社東京畜産センター
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食肉標準物流バーコードは、部分肉のカートンおよび個別包装（シュリンクパック等）に貼付

する物流ラベルに全国で共通のバーコードを表示することにより、物流業務の効率化を図ること、

及びカートン単位での情報追跡を可能とすることを目的として開発された。コード体系は、ＵＣ

Ｃ／ＥＡＮ－128体系が採用されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

と畜日(YYMMDD)

(11 ) 031128

重量(少数１桁)

(3101) 001210

個体識別番号

(251) 1234567895

工場番号

枝肉番号

左右区分

畜種

品種

原産地

(7002) 999  1010 2  1  11  13　0

(251)1234567895(11 )031128(3101 )001210(7002)99910102111130

JAS区分

重量（小数1桁）

 

項目 ＡＩ 桁数 記載方法 

個体識別番号 251 10 独立行政法人家畜改良センターが付番管理する個体識別番号

(耳標番号)を表示する。 

と畜日 11 6 と畜した日を西暦(下２桁)＋月(２桁)＋日(２桁)で表示する。

重量 3101 6 小数点以下１桁のキログラム表示 

枝肉番号 7002 可変長最大 

30 桁 

枝肉番号については、次の 14 桁とする。 

工場番号(３桁)＋枝肉番号(４桁)＋左右識別(１桁)＋畜種(１

桁)＋品種(２桁)＋原産地(２桁)＋ＪＡＳ区分(１桁) 

ＪＡＳ区分は、生産情報公表牛肉であることを表す。 

（０：一般、１：ＪＡＳ規格） 
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２ 部分肉ラベルの例とバーコード 
（１）補助バーコードに個体識別番号と枝肉番号を表示した例 

＜個体識別番号と枝肉番号を表示した例１＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和牛東京都

１２．２
右1010 P

(01)94912345135009(3102)001220(11)040101(21)999112345678

品種

枝番

原産地

個体識別番号

重量(kg)

    株式会社東京畜産センター
東京都千代田区千代田１－１－１

04.01.01

04.01.31
加工年月日

賞味期限

ロット№

000000000 12.20

シリアル№

0020
保存温度０℃

(251)1234567895(7002)99910102111130

カット規格名

レギュラー

品名

ま え ず ね

1234567895

加

工

元
 

基本バーコード 

補助バーコード 

【補助バーコード】 
 
 
 
 
 

個体識別番号

(251) 1234567895

(251)1234567895(7002)99910102111130

工場番号

枝肉番号

左右区分

畜種

品種

原産地

(7002) 999 1010 2 1 11 13　0

JAS区分
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【基本バーコード（必須）】 
 基本的な項目を表示するバーコード 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 ＡＩ 桁数 記載方法 

個体識別番号 251 10 独立行政法人家畜改良センターが付番管理する個体識

別番号(耳標番号)を表示する。 

枝肉番号 7002 可変長 

（最大 30 桁）

以下の 14 桁とする。 

工場番号（３桁）＋枝肉番号（４桁）＋左右識別（１桁）

＋畜種（１桁）＋品種（２桁）＋原産地（２桁）＋ＪＡＳ区

分（１桁） 

ＪＡＳ区分は、生産情報公表牛肉であることを表す。

（０：一般、１：ＪＡＳ規格） 

（注）ＡＩの桁数を含めて、全体で 48 桁以内です。 

(01)94912345135009(3102)001220(11)040101(21)999112345678

①商品コード

　（メーカーコード＋標準品名コード）

②重量
③製造年月日

④カートンＩＤ

 

項目 ＡＩ 桁数 記載方法 

①商品コード 01 14 桁 「９」＋ＪＡＮメーカーコード（７桁）＋標準品名コード

（５桁）＋ﾁｪｯｸﾃﾞｨｼﾞｯﾄ（１桁）で表示。 

②重量 3102 6 桁 小数点以下２桁のキログラム表示。 

③製造年月日 11 6 桁 部分肉を加工・パックした日を、 

西暦年（下２桁）＋月（２桁）＋日（２桁）で表示。 

④カートン ID 21 可変長 

(最大 12 桁)

カートン単位に対して加工元が設定する連続番号を

表示。 

①のＪＡＮメーカーコードとカートンＩＤを併せて、カー

トンが一つに特定できるよう設定。 
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（２）補助バーコードにロット番号と枝肉番号を表示した例 

＜ロット番号と枝肉番号を表示した例２＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項目 ＡＩ 桁数 記載方法 

ロット番号 10 可変長 

（最大 20 桁）

記載内容は、任意とする。（サンプル 11 桁） 

工場番号(3 桁)＋年日(4 桁)＋連番(3 桁)＋ＣＤ（1 桁） 

注)年日（西暦下 1 桁＋ジュリアンデート 3 桁） 

  ＣＤ（ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ：ﾓｼﾞｭﾗｽ 10、重み 3、1） 

このサンプルは、ロット番号をユニークにする例です。 

(10)12341821238(7002)99910102111130

工場番号

枝肉番号

左右区分

畜種

品種

原産地

(7002) 999 1010 2 1 11 13　0

JAS区分

ロット番号

(10) 123 4182 123 8

 

株式会社東京畜産センター 
東京千代田区千代田１－１－１ 問合せ先 ℡ 03-1234-5678 

加 

工 

元 

(0 1 )9 4 9 1 2 3 4 5 1 3 5 0 0 9 (3 1 0 2 )0 0 1 0 0 0 (1 1 )0 4 0 1 0 1 (2 1 )9 9 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8  
基本バーコード 

乳用種北海道

１0．0

品種

枝番

原産地

個体識別番号

重量(kg)

04.01.01

05.12.31
加工年月日

賞味期限

ロット№

12341821238 10.00

シリアル№

0020
保存温度　-２０℃

(10)12341821238(7002)99910102111130

カット規格名

ミンチ用

品名

牛正肉（ミンチ用）凍結

 

補助バーコード 
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項目 ＡＩ 桁数 記載方法 

枝肉番号 7002 可変長 

（最大 30 桁）

以下の 14 桁とする。 

工場番号（3 桁）＋枝肉番号（4 桁）＋左右識別（１桁）＋

畜種（1 桁）＋品種（2 桁）＋原産地（2 桁）＋ＪＡＳ区分（１

桁） 

ＪＡＳ区分は、生産情報公表牛肉であることを表す。

（０：一般、１：ＪＡＳ規格） 

 

 

ＵＣＣ/ＥＡＮ－１２８ 

食肉標準物流バーコードは、国際的なバーコード標準化の動向に合わせて、

UCC/EAN－128 の体系を採用している。UCC/EAN－128 は以下の２種類のデータ項

目で構成される。 

 

・アプリケーション識別子（データの種類や表示形式を表す識別コード番号。

略称：AI（Application Identifier）） 
・データ（カートン番号、製造年月日、重量等を表す文字あるいは数字） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ UCC（Uniform Code Council）は流通分野における北米の標準化機関、EAN

（European Article Number）は国際的な標準化機関の名称で、UCC/EAN と

言えば消費財流通分野における国際標準であることを意味している。 

※ UCC/EAN の後に続く｢128｣という数字は、コード 128 というバーコードを

意味しており、コンピュータで使用できるアスキー文字の種類（128 種）全

部をバーコードで表現できるところからこの数字が付いている。 

 

 
（１１）０００４０１（３１０２）００１２３４……… 

 
    2000 年 4 月 1 日      12.34kg 

製造年月日を表す   正味重量(kg)を表す 

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ識別子   ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ識別子
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７ 標準フォーマット 
 
（１） 標準フォーマットの形式 
№ 情報グループ 項目名称 記入例 項目説明 最大桁数 小数 ｽﾃｰﾀｽ

1  送信元企業コード（売上側) 00001 送信元企業を表すコード X(13)  必須

2  送信元企業名称（カナ） ＡＢＣハム 送信元企業の名称 カナ表記 X(35)  選択

3  送信元企業名称（漢字） ＡＢＣハム 送信元企業の名称 漢字表記 N(35)  選択

4 
送信元 

（FROM） 

送信元企業部課コード 00010 
送信元企業の店舗売場、本部課等を表すコード 

任意（当事者間で決定） 

X(13)  選択

5  送信元企業部課名称（カナ） コクナイギュウニクブ送信元企業の店舗売場、本部課等の名称 カナ表記 X(35)  選択

6  送信元企業部課名称（漢字） 国内牛肉部 送信元企業の店舗売場、本部課等の名称 漢字表記 N(35)  選択

7  送信担当者電話番号 044-123-4567 送信元企業の発注担当者の電話番号 X(20)  選択

8  受信元企業コード 02000 受信元企業を表すコード（受信元企業コード） X(13)  必須

9  受信元企業名称（カナ） イロハスーパー 受信元企業の名称 カナ表記（受信元企業の名称） X(35)  選択

10  受信元企業名称（漢字） いろはスーパー 受信元企業の名称 漢字表記（受信元企業の名称） N(35)  選択

11 
受信元 

(TO) 

受信元企業事業所コード 00200 
受信元企業の事業所を表すコード 

（受信元企業の受信元元事業所） 

X(13)  選択

12  
受信元企業事業所名称 

（カナ） 

セイニクブ 
受信元企業の事業所の名称 カナ表記 

（受信元企業の受信元元事務所名称） 

X(35)  選択

13  
受信元企業事業所名称 

（漢字） 

精肉部 
受信元企業の事業所の名称 漢字表記 

（受信元企業の受信元元事務所名称） 

N(35)  選択

14  受信元企業担当者電話番号 03-3987-6543 納品企業の担当者の電話番号 X(20)  選択

15 管理№ 管理ナンバー ABC3333333 送信元が決めたデータ管理番号 X(20)  必須

16 伝票ナンバー U000001 送信元が決めた納品情報に振られる一意の番号 X(15)  選択

17 

伝票情報 

伝票行ナンバー 01 送信元が決めた納品情報に振られる一意の番号 X(3)  選択

18 個体識別番号 1234567895 個体識別番号（ロット形成時は、任意） X(10)  必須

19 

識別情報 

ロット№   ロットナンバー X(20)  （必須）

20 

 

ｱｸｼｮﾝ 

要求 

アクション要求コード 1 

情報の訂正／取消（赤黒区分）を表すコード 

 0：通常 

 1：取消 

 2：取消修正(黒) 

X(1)  選択

21  取引区分 2 当該情報を取引内容を示すコード X(2)  必須

22 データ作成年月日 20040517 データを作成した年月日（西暦：ｙｙｙｙｍｍｄｄ） X(8)  選択

23 

データ作成 

データ作成時刻 1600 データを作成した時刻（ｈｈｍｍ） X(4)  選択

24 納品日(着日) 納品年月日 20040519 商品を納品する年月日（西暦：ｙｙｙｙｍｍｄｄ） X(8)  必須

25  納品先コード 1 11111 

納品先を表すコード 

（発注企業の店舗、倉庫等を含む）  

X(13)  選択

26 納品先関連 納品先名称（カナ）1 イワツキセンター 
納品先の企業の名称 カナ表記 

（発注企業の店舗、倉庫等を含む） 

X(35)  選択

27  納品先名称（漢字）1 岩槻センター 
納品先の企業の名称 漢字表記 

（発注企業の店舗、倉庫等を含む） 

N(35)  選択
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№ 情報グループ 項目名称 記入例 項目説明 最大桁数 小数 ｽﾃｰﾀｽ

28  納品先コード 2 00222 
納品先を表すコード 

（発注企業の店舗、倉庫等を含む）  

X(13)  選択

29 納品先関連 納品先名称（カナ)2 オオミヤテン 
納品先の企業の名称 カナ表記 

（発注企業の店舗、倉庫等を含む） 

X(35)  選択

30  納品先名称（漢字）2 大宮店 
納品先の企業の名称 漢字表記 

（発注企業の店舗、倉庫等を含む） 

N(35)  選択

31 冷蔵倉庫事業者コード 03000 出庫した冷蔵倉庫事業者を表すコード X(13)  選択

32 冷蔵倉庫事業者名称（カナ） シバウラレイゾウ 出庫した冷蔵倉庫事業者の名称 カナ表記 X(35)  選択

33 冷蔵倉庫事業者名称（漢字） 芝浦冷蔵 出庫した冷蔵倉庫事業者の名称 漢字表記 N(35)  選択

34 冷蔵庫ロットナンバー 77777777 冷蔵倉庫事業者が決めた一意の番号 X(11)  選択

35 出庫年月日 20040516 冷蔵庫から商品を出庫した実際の日付 X(8)  選択

36 

冷蔵倉庫 

事業者関連 

出庫報告ナンバー 88888888 
冷蔵倉庫事業者が決めた出庫報告情報に振られる

一意の番号 

X(11)  選択

37 寄託者コード 000001 寄託者企業を表すコード X(13)  選択

38 寄託者名称（カナ） ＡＢＣハム 寄託者企業の名称 カナ表記 X(35)  選択

39 

寄託者関連 

寄託者名称（漢字） ＡＢＣハム 寄託者企業の名称 漢字表記 N(35)  選択

40 便区分 1 
運送の便を表す区分（１便、２便、３便）  

任意（当事者間で決定） 

X(3)  選択

41 運送区分 1 運送方法を表す区分 任意（当事者間で決定） X(2)  選択

42 運送会社コード 04444 運送会社を表すコード X(13)  選択

43 運送会社名称（カナ） カントウウンユ 運送会社の名称 カナ表記 X(35)  選択

44 

運送会社 

運送会社名称（漢字） 関東運輸 運送会社の名称 漢字表記 N(35)  選択

45  商品コード 00678 発注時の商品を表すコード X(13)  必須

46  商品名（カナ） マエズネ 商品の名称 カナ表記 X(30)  選択

47  商品名（漢字） まえずね 商品の名称 漢字表記 N(30)  選択

48 商品 標準商品コード 13500 
発注時の商品を表すコード 

標準商品コード(5 桁)の使用を原則とする 

X(5)  選択

49  標準商品名（漢字） まえずね（すね） 標準品名の名称 Ｎ(30)  選択

50 重量 0012200 商品の重量 9(7) 3 必須

51 

 

原価税区分 0 原価の税区分［0:税抜、1:税込、2:その他] X(1)  選択

52  原価単価 0100000 原価の単価 9(7) 2 選択

53  原価金額 012200 原価の金額 9(6)  選択

54 商品 売価税区分 0 売価の税区分［0:税抜、1:税込、2:その他］ X(1)  選択

55  売価単価 0105000 売価の単価 9(7) 2 選択

56  売価金額 012810 売価の金額 9(6)  選択

57 態様区分 2 商品の保存・流通温度帯を表す区分 X(1)  選択

58 畜種区分 1 商品の畜種を表す区分 X(2)  選択

59 品種区分 11 商品の品種を表す区分 X(2)  選択

60 性別区分 11 商品の性別を表す区分 X(2)  選択

61 左右区分 0 商品の左右を表す区分 X(1)  選択

62 

商品属性 

特定ＪＡＳ区分 1 商品の JAS 認定を表す区分 X(1)  選択
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№ 情報グループ 項目名称 記入例 項目説明 最大桁数 小数 ｽﾃｰﾀｽ

63 規格 規格 生産情報公表牛肉
商品のサイズ、整形方法指示、ピース毎の重量範囲

を示す漢字表記 

N(35)  選択

64  原産地コード 13 

原産地（国内：都道府県、輸入：輸入国）を表すコード 

 ・国内はＪＩＳ都道府県コード 

 ・国外はＩＳＯ ３１６６ ３文字のアルファベットコード 

X(3)  選択

65 原産地 原産地名（カナ） トウキョウト 
原産地名称（国内：都道府県名、輸入：輸入国略称） 

 カナ表記 

X(20)  選択

66  原産地名（漢字） 東京都 
原産地名称（国内：都道府県名、輸入：輸入国略称） 

 漢字表記 

N(10)  選択

67 賞味期限 賞味期限 20040417 商品の品質が保持できる期限 X(8)  選択

68  物流商品コード 0194912345135009

物流バーコード内の商品コードを表す 

 AI+9＋JAN ﾒｰｶｺｰﾄﾞ(7 桁、49XXXXX)＋標準品名コ

ード(5 桁)＋ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ 

X(16)  選択

69  重量 3102001222 

商品の重量（重量単位区分で指定した単位） 

 AI+枝肉の場合：枝肉の重量 

 AI+ボックスミートの場合：ケースの合計重量を示す 

X(10)  選択

70  製造年月日 11040318 
製造したの製造年月日（パッキングデート(部分肉)、 

と畜年月日(枝肉)など） AI+製造年月日 

X(8)  選択

71  カートンＩＤ 21999112345678 
カートン毎に一意に振られる番号 

 AI+ｶｰﾄﾝ ID 

X(14)  選択

72 

物流ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ 

ﾗﾍﾞﾙ関連 

ロット番号   

製造ロット番号を表す。 

ロットは、品質が同一と見なせる単位や、同一の加工

指示により処理された単位のこと。 

 AI+ロット番号 

X(22)  選択

73  枝肉番号 

70029991010211113

0 

枝肉番号、または枝肉番号に続けてカット規格番号を

表す枝肉番号は下記の 14 桁とする。 

AI+工場番号(3 桁)+枝肉番号(4 桁)+左右識別(1 桁)+

畜種(1 桁)+品種(2 桁)+原産地(2 桁)+JAS 区分(1 桁) 

JAS 区分は、生産情報公表牛肉であることを示す。 

X(34)  選択

74  個体識別番号 2511234567895 

独立行政法人家畜改良センターが管理を行う個体識

別番号（ロット形成時は、任意） 

 AI+個体識別番号 

X(13)  選択

75  
カット規格番号 

（メーカー設定） 

  
メーカーが設定するカット規格番号 

 AI+カット規格番号 

X(33)  選択

76  予備識別子１   任意 企業間で利用するＡＩ（当事者間で決定） X(4)  選択

77  予備バーコード１   
任意 企業間で利用するバーコード情報（当事者間で

決定） 

X(30)  選択
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№ 情報グループ 項目名称 記入例 項目説明 最大桁数 小数 ｽﾃｰﾀｽ

78 予備識別子 2   任意 企業間で利用するＡＩ（当事者間で決定） X(4)  選択

79 予備バーコード 2   
任意 企業間で利用するバーコード情報（当事者間で

決定） 

X(30)  選択

80 予備識別子 3   任意 企業間で利用するＡＩ（当事者間で決定） X(4)  選択

81 

物流ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ 

ﾗﾍﾞﾙ関連 

予備バーコード 3   
任意 企業間で利用するバーコード情報（当事者間で

決定） 

X(30)  選択

82 ﾃﾞｰﾀ変換 データ変換区分 0000000000 

任意 企業間でデータ変換が正常に行えたかを管理 

(1:ｴﾗｰ)［企業ｺｰﾄﾞ、事業所ｺｰﾄﾞ、品名ｺｰﾄﾞ、納品先ｺ

ｰﾄﾞ、冷蔵庫ｺｰﾄﾞ～］ 

X(10)  選択

83 備考１ 小泉牧場 任意 漢字表記（当事者間で決定） N(35)  選択

84 備考２ 小沢農場 任意 漢字表記（当事者間で決定） N(35)  選択

85 

備考 

備考３   任意 漢字表記（当事者間で決定） N(35)  選択

注）１ 「必須」は必ず記入する項目。 

  ２ 「選択」は入力が義務付けされない項目。 

  ３ №19「識別情報・ロット№」は任意必須とし、ロットでの伝達が発生した場合

にのみ記入する。 

 

（２）必須項目の定義  

№ 項目名称 定義等 

１ 送信元企業コード 共通コードは設定しないが、グローバル・ロケーシ

ョン・ナンバー（ＧＬＮ）を推奨する。 

８ 受信元企業コード 共通コードは設定しないが、グローバル･ロケーシ

ョン･ナンバー（ＧＬＮ）を推奨する。 

１５ 管理ナンバー 送信元が決めたデータ管理番号とする。 

１８ 個体識別番号 １０桁の個体識別番号を記入する。 

１９ ロット№ ロット番号による伝達の場合に記入する。 

２１ 取引区分 次のコード設定とする。 

０２：納品 

１２：出庫依頼 

１３：出庫報告 

９０番台は、取引先間の任意とする。 

２４ 納品年月日 商品を納品する年月日（西暦：yyyymmdd） 

４５ 商品コード 現在取引先間で使用しているコードとするが、新規

又は見直しを行う場合は、標準商品コードを推奨す

る。 

５０ 重量 商品の重量（kg）小数第三位 
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（３）出庫依頼･出庫報告の場合 

№21（取引区分）で「12：出庫依頼」又は「13：出庫報告」を選択した場

合には、前記必須項目以外に下記項目が必須となる。 

   なお、「出庫依頼」では№50 の「商品重量」は選択項目となる。 

№ 項目名称 定義等 

３１ 冷蔵倉庫事業者 

コード 

当事者である企業間で任意に決定する。 

３４ 冷蔵庫 

ロットナンバー 

預けている商品の管理番号（ロット No）とする。 

 

（４）データの伝送方式 

データ伝送方式は、ＣＳＶ（Comma Separated Value）方式を推奨する。 

必須項目には、特定の項目を設定し、選択項目については任意とするが、

設定が不要の場合には「 , 」で項目を設定する。 

 

（正しい設定方法） 

00001,,,,,,,02000,,,,,,,ABC3333333,,,1234567895,,,2,,,20040519 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,00678,,,,0012200，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，， 

（誤った設定方法） 

00001，02000，ABC3333333，1234567895，2，20040519，00678，0012200 

GLN 

GLN（Global Location Number）とは、EDI 取引でデータの送り手や受け手、

あるいは商品の納品先、代金の請求先などを特定するために決められた、国

際標準の企業/事業所コードのこと。下記のように、JAN メーカーコードを利

用した体系となっている。 

 

Ｆ1Ｆ2 Ｍ1Ｍ2Ｍ3Ｍ4Ｍ5 Ｌ1Ｌ2Ｌ3Ｌ4Ｌ5 C/D

JAN 商品メーカーコード  事業所コード  ﾁｪｯｸﾃﾞｼﾞｯﾄ 

 

注）１ Ｆ1Ｆ2 は国コードで、日本は｢４９｣または｢４５｣。Ｆ1Ｆ2 を含む

JAN 商品メーカーコードが９桁の場合、事業所コードは３桁になる。

２ 事業所コードは、JAN 商品メーカーコードで表される企業が事業所

単位で任意に付番し、EDI 取引を行う取引先に連絡する。 

３ ＪＡＮメーカーコードは、(財)流通システム開発センター(流通コー

ドセンター)に申請することにより取得できる。 
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伊藤  弖 全国食肉事業協同組合連合会 専務理事 

 
魚住 俊介 伊藤ハム株式会社 

ミートディビジョン業務改革 

 デパートメントマネージャー 

 
小笠原 荘一 日本チェーンストア協会 常務理事 

 
沓澤 宏紀 全国農業協同組合連合会 畜産販売部 総合課 審査役 

 
小西 正典 株式会社ニッチク 営業部 業務課長 

 
近藤 光俊 株式会社ジーコス 開発部 開発第二課長 

◎ 坂本 尚登 財団法人流通システム開発センター研究開発部 次長 

 
櫻井  誠 小川畜産食品株式会社 人事部長 

 
中野  修 イオン株式会社 ＳＳＭ商品本部 畜産商品部長 

 
並木 利昭 日本スーパーマーケット協会 事務局長 

 
細川 泰生 日本ハム株式会社 食肉事業本部 国内ビーフ部長 

 
松島 典夫 株式会社イトーヨーカ堂 

食品事業部精肉部 

 シニアマーチャンダイザー 

 
宮武  靖 プリマハム株式会社 情報システム部 管理チーム課長

 
山下 文彦 愛知食肉市場株式会社 取締役営業部長 

 
山根 和彦 社団法人日本セルフ・サービス協会副参与 

◎ 委員長 
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１ 食肉標準品名コード 

 

（１）標準品名コードの定義 

  食肉標準物流バーコードの基本バーコードの先頭に表示される「商品コード」には、食肉標準品名コー

ドを使用する。食肉標準品名コードは５桁で構成される。枝肉、部分肉、精肉のそれぞれでコードの構成

は、以下のようになっている。 

 

食肉標準品名コードの構成 

畜種 枝肉・部分肉 精肉 

牛、豚、鶏 

 ×   ×××  × 

 畜種  部位  「0」又は自由使用 

 ×    ××    □□

 畜種   部位    精肉 

      （上２桁） 

上記以外 

（羊、鴨など） 

 ××  ××× 

 畜種  部位 

 ××    ×    □□

 畜種   部位    精肉 

      （上 1 桁） 

 

標準品名コードは、以下の考え方に基づいて設定されている。 

 

（２）畜種コード 

牛、豚、鶏等の畜種の区分を表す。牛については、さらに和牛、国産牛、輸入牛を識別する。主要な流

通畜種である牛、豚、鶏は１桁、これ以外の畜種である羊等を指定する場合は２桁を使用する。 

 

（３）部位コード 

① 基本とした規格 

以下の規格を基本として、現状の取引に合わせて部位を一部追加または削除している。 

畜  種 基準とした規格 

牛 
コマーシャル規格 ((財)日本食肉流通センター） 

但し、副生物は、(社)日本畜産副産物協会の分類基準 

豚 
コマーシャル規格 （(財)日本食肉流通センター） 

但し、副生物は、(社)日本畜産副産物協会の分類基準 

鶏 食鶏取引規格および食鶏小売規格（(社)日本食鳥協会） 

上記以外の畜種 それぞれ、上記の各畜種より類似の畜種の部位コードを利用する。 
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② 海外名称との対応付け 

標準部位コードでは、同一あるいは類似の部位であれば、名称が異なる場合も同じコードとしている。 

例えば、「チャックアイロール」は「かたロース」と同じコードとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 

320 

卸売業者 

国内出荷者 

かたロース 
320 

小売業者 

 

 

 

320 

輸入業者 かたロース 

チャックアイロール 

かたロース（国産）

かたロース（輸入）

チャックアイロール  

 

③ 分類方法および付番方法 

部位の大分類を示す部位コードの１桁目は、表１に示すとおり、牛、豚、鶏で共通である。 

 

表 １ 部位コードの分類方法および付番方法 

部位コード 大分類名 

１００番台～２００番台 枝肉／丸どり 

３００番台 まえ系 

４００番台 ばら系／むね肉 

５００番台 ロイン系 

６００番台 もも系／もも肉 

７００番台 その他の部位／副品目 

８００番台 副生物／副品目 

９００番台 （予備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、セット商品については、次のように設定する。 

ａ．一頭分または半頭分のセット商品 

それぞれ 100 番台および 200 番台にセット名称が登録される。 

ｂ．大分類の同じ部位を組み合わせたセット商品 

各大分類毎にセット名称が登録される。 

ｃ．大分類の異なる部位を組み合わせたセット商品 

標準化の対象外であるので、表１の９００番台を使用して、取引当事者間で自由に設定することがで

きる。 
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（４）精肉コード 

精肉コードは、「ステーキ用」や「焼き肉用」等のスライス加工した商品に対するコー

ドである。 

部分肉と精肉のコードは、以下のように利用する。 

 

 部分肉 「かたロース」 

 
8 1 320 0 和牛 かたロース 

 

 

7 1 32 54 和牛 かたロース すき焼き用 

  

 

部位コードの上２桁「３２」 

「すき焼き用」 

「かたロース」 
精肉 

 

 

（５）対象商品の範囲 

食肉標準品名コードは、枝肉、部分肉、精肉を対象とする。加工品（ハム・ソーセージ、ハンバーグや

焼き鳥等の調理済み・クックレディー商品等）は、基本的には対象外となる。しかし加工品ではすでにＪ

ＡＮコードの付けられた商品が多く、メーカーを特定する必要性も高いことから、ＪＡＮコードを利用す

る。 
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２ 食肉標準品名コード表 

 

（１）畜種コード 

畜種コード 名  称 摘   要 

１  和牛 黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種を指す。 

 

２  国産牛 原産国が日本であり、和牛以外の牛を指す。 

 

３  輸入牛 原産国が日本以外である牛を指す。 

 

４  国産豚 原産国が日本である豚を指す。 

 

５  輸入豚 原産国が日本以外である豚を指す。 

 

６  国産鶏 原産国が日本である鶏を指す。 

 

７  輸入鶏 原産国が日本以外である鶏を指す。 

 

 牛・豚に類似した

畜種 

 

81   子牛  

82   馬  

83   羊  

84   山羊  

85   いのしし  

86   いのぶた  

87   鹿  

 

89   その他  

 鶏に類似した畜種  

 91   あひる  

 92   かも  

 93   あいがも  

 94   きじ  

 95   七面鳥  

 96   ほろほろ鳥  

 97   はと  

 99   その他  

注）食肉における原産国とは、飼養期間が最も長い国を指す（平成 16 年秋改正予定）。 
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（２）部位コード 

牛 

部位コード 名  称 

100   枝肉 

  101   セット 

  102   セット C 

190   その他枝肉 

  191   その他セット 

200   枝肉半丸(サイド) 

  201   半丸セット 

  202   半丸セット C 

210   骨付きとも 

220   骨付きとも（ばらなし） 

290   その他半丸枝肉 

  291   その他半丸セット 

300   骨付まえ  

  301   まえセット 

  302   まえセット C 

310   ネック  

  311   ネック S 

  312   ネック A 

320   かたロース（くらした）  

  321   ネック付きかたロース 

  322   かたロース S 

  323   かたロース A 

  324   かたロース B 

  325   かたロース C 

330   かたばら 

  331   かたばら A(三角ばら) 

  332   かたばら B(ブリスケット) 

  333   かたばら C 

  334   かたばら D 

340   かた（うで、しゃくし） 

  341   かた S 

  342   とうがらし（チャックテンダー） 

350   まえずね（すね） 

  351   まえずね S 

390   その他まえ 
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部位コード 名  称 

400   骨付ともばら 

  401   ともばらセット 

  402   ともばらセット C 

410   ともばら 

420   うちばら 

  421   ともばら A 

  422   ともばら B 

430   そとばら 

  431   ともばら C 

  432   ともばら D 

440   かいのみ・ささみ 

  441   かいのみ（フラップミート） 

  442   フランク（ささみ） 

490   その他ばら 

500   骨付ロイン 

  501   骨付ロイン（ヒレなし） 

  502   ロインセット 

  503   ロインセット C 

510   リブロース 

  511   リブロース S 

  512   リブロース芯（リブアイロール） 

  513   リブロースかぶり（リブキャップ） 

520   サーロイン 

  521   サーロイン S 

  522   サーロインＡ 

  523   サーロインＢ 

530   ヒレ（ヘレ） 

  531   ヒレＡ 

  532   ヒレＢ 

590   その他ロイン 

600   骨付もも 

  601   ももセット 

  602   ももセット C 

610   うちもも 

  611   うちももＳ 

  612   うちももかぶり 

  613   うちももＡ 
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部位コード 名  称 

  614   うちももＢ 

620   しんたま 

  621   しんたまＳ 

  622   ともさんかく（トライチップ） 

630   らんいち 

  631   らんぷ 

  632   いちぼ（クーレット） 

640   そともも（はばきなし） 

  641   そともも（はばき付） 

  642   そとももＳ 

  643   はばき（ヒール） 

  644   しきんぼ（アイラウンド） 

650   ともずね（はばき付） 

  651   ともずね 

  652   ともずねＳ 

690   その他もも 

710       

  711   小肉（トリミングミート） 

  712   挽材（正肉） 

  713   小間材 

  714   切り落とし 

  715   すじ 

720   骨 

730   脂肪 

  731   脂肪 

  732   天然脂 

790   その他部位  
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（３）精肉コード   

精肉コード 名称 

10   ブロック 

  11  ブロック 

  12  ブロック，糸かけ 

  13  スペアリブ 

  14  切り身 

  19  その他ブロック 

20   角切り 

  21  カレーシチュー用 

  22  ＢＢＱ用 

  29  その他角切り 

30   厚切り 

  31  ステーキ用 

  32  サイコロステーキ用 

  33  とんかつ用 

  34  一口かつ用 

  35  カツレツ用 

  39  その他厚切り 

50   薄切り 

  51  薄切り 

  52  焼肉用 

  53  カルビ焼き用 

  54  すき焼き用 

  55  しゃぶしゃぶ用 

  56  牛丼用 

  57  生姜焼き用 

  58  切り落とし 

  59  その他 

70   細切れ 

80   挽肉 

  81  挽肉（ミンチ） 

  82  赤身挽肉 

  83  合挽 

  89  その他挽肉 

90   その他 
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３ 商品属性コード表 

 

（１）態様コード 

態様コード 名称 

2 チルド 

3 フローズン 

9 その他 

 

（２）品種コード 

品種コード 
トレーサビリティ 

法での種別 
備  考 

１０  和牛（和種）  
 １１ A  黒毛和種  
 １２ B  褐毛和種  
 １３ C  日本短角種  
 １４ D  無角和種  
 １５ E  A×B この種と A又は Bとの交雑により生じた種を含む 
 １６ F 和牛間交雑種 （A,B,C,D）×（A,B,C,D）。この種と A,B,C,D,E 種との

交雑により生じた種を含み、A×Bは除く。 

２０  K 交雑種 （A,B,C,D,E,F,G）×（H,I,J）。この種と H,I,J との交雑

により生じた種を含む。 

 ２１ 交雑種 Hのメスと Aのオスとの交雑により生じた種 
 ２２ 交雑種 ２１を除いた K 
３０  乳用種  
 ３１ H ホルスタイン  
 ３２ I ジャージー種  
 ３３ J 乳用種 H、Iを除いた乳用種 
４０  G 肉専用種 A から F までに掲げる「肉専用種」及び K に掲げる「交

雑種」を除く肉専用種、ヘレフォード、シャロレー、アバ

ディーンアンガス種等をいう。 

注）１ 品種区分は、トレーサビリティ法に基づき、生産段階の牛の管理者が行う記録・届出

等の種別（Aから Kまで）を整理したものである。 

２ 食肉販売業者は、№10、№20、№30、№40の区分等で流通させて差し支えない。 

３ 食肉販売業者が生産段階と同様に１１の種別に区分して販売したい場合は、個体識別

番号により（独）家畜改良センターにアクセスして種別を確認して行う。 

４ 品種コード 15（E A×B）及び 16（F 和牛間交雑種）は、平成 16 年内に和牛表示が認

定される予定。 

 34



 

（３）性別コード 

性別コード 名 称 

10  雄  

 11  去勢 

 12  非去勢（ブル） 

20  雌  

 21  経産 

 22  未経産 

30  子  

90  その他 

 

（４）原産地コード（県コード） 

県コード 漢字 カナ 県コード 漢字 カナ 

01 北海道 ホッカイドウ 25 滋賀県 シガケン 

02 青森県 アオモリケン 26 京都府 キョウトフ 

03 岩手県 イワテケン 27 大阪府 オオサカフ 

04 宮城県 ミヤギケン 28 兵庫県 ヒョウゴケン 

05 秋田県 アキタケン 29 奈良県 ナラケン 

06 山形県 ヤマガタケン 30 和歌山県 ワカヤマケン 

07 福島県 フクシマケン 31 鳥取県 トットリケン 

08 茨城県 イバラキケン 32 島根県 シマネケン 

09 栃木県 トチギケン 33 岡山県 オカヤマケン 

10 群馬県 グンマケン 34 広島県 ヒロシマケン 

11 埼玉県 サイタマケン 35 山口県 ヤマグチケン 

12 千葉県 チバケン 36 徳島県 トクシマケン 

13 東京都 トウキョウト 37 香川県 カガワケン 

14 神奈川県 カナガワケン 38 愛媛県 エヒメケン 

15 新潟県 ニイガタケン 39 高知県 コウチケン 

16 富山県 トヤマケン 40 福岡県 フクオカケン 

17 石川県 イシカワケン 41 佐賀県 サガケン 

18 福井県 フクイケン 42 長崎県 ナガサキケン 

19 山梨県 ヤマナシケン 43 熊本県 クマモトケン 

20 長野県 ナガノケン 44 大分県 オオイタケン 

21 岐阜県 ギフケン 45 宮崎県 ミヤザキケン 

22 静岡県 シズオカケン 46 鹿児島県 カゴシマケン 

23 愛知県 アイチケン 47 沖縄県 オキナワケン 

24 三重県 ミエケン    

資料：財団法人 食品流通構造改善促進機構 

「食肉流通の取引電子化導入・活用ガイド」 

「食肉標準物流バーコード導入・利用マニュアル」 
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４ 全国食肉処理施設一覧表による通し番号 

都道府県名 通し番号 施設名称 

北海道 001 ㈱北海道チクレンミート 北見食肉センター 

  002 ㈱北海道畜産公社 上川事業所 道北食肉センター 

  003 ㈱北海道畜産公社 道央事業所 早来食肉流通センター 

  004 池田町食肉センター 

  005 道南雪印食肉㈱ 食肉センター 

  006 岩見沢市精肉センター 

  007 空知ミート㈱ 食肉センター 

  008 名寄市立と畜場 

  009 日本フードパッカー㈱ 道南工場 

  010 ㈱北海道畜産公社 釧路事業所 

  011 日本フードパッカー㈱ 道東工場 

  012 ㈱北海道畜産公社 北見事業所 北見地区総合食肉流通センター 

  013 ㈱北海道畜産公社 十勝事業所 十勝総合食肉流通センター 

  014 ㈱根室ミートセンター 

  015 ㈱北海道畜産公社 函館事業所 

  016 ㈱北海道畜産公社 上川事業所 上川総合食肉流通センター 

青森 017 ㈱青森畜産公社 津軽食肉センター 

  018 三沢市食肉処理センター 

  019 ㈱三戸食肉センター 

  020 十和田食肉センター 

  021 日本フードパッカー㈱ 青森工場 

岩手 022 久慈広域食肉処理場 

  023 岩手畜産流通センター食肉処理場 

宮城 024 宮城県食肉流通センター 

  025 東日本食品㈱ 

  026 仙台市中央卸売市場食肉市場 

秋田 027 秋田県食肉流通センター 

  028 北鹿食肉流通センター 

山形 029 米沢市営と畜場 

  030 山形県総合食肉流通センター 

  031 庄内食肉流通センター 

福島 032 会津食肉センター 

福島 033 ㈱福島県食肉流通センター 

茨城 034 協同組合水戸ミートセンター 

  035 竜ヶ崎食肉センター 

  036 取手食肉センター 
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都道府県名 通し番号 施設名称 

茨城 037 茨城協同食肉㈱ 

  038 土浦食肉協同組合 

  039 筑西食肉衛生組合食肉センター 

  040 下妻と畜場 

  041 茨城協同食肉㈱ 下妻事業所 

  042 ㈱茨城県中央食肉公社 

栃木 043 那須地区食肉センター 

  044 ㈱両毛食肉センター 

  045 ㈱栃木県畜産公社 

群馬 046 藤岡ミートセンター 

  047 北毛ミートセンター 

  048 ㈱群馬県食肉卸売市場 

  049 高崎食肉センター 

埼玉 050 さいたま市食肉中央卸売市場 

  051 川口食肉荷受㈱ 

  052 日本畜産興業㈱ 越谷食肉センター 

  053 北崎食肉センター事業協同組合 

  054 和光ミートセンター 

  055 県北食肉センター 

  056 本庄食肉センター 

千葉 057 ㈱千葉県食肉公社 

  058 野田ミートセンター事業協同組合 

  059 印旛食肉センター事業協同組合 印旛食肉センター 

  060 光町営東陽食肉センター 

  061 東庄町食肉センター 

  062 県南畜産処理組合 

東京 063 東京都中央卸売市場食肉市場 

  064 八王子市食肉処理場 

  065 大島町と畜場 

 066 八丈町と畜場 

  067 新島村と畜場 

神奈川 068 ㈱神奈川食肉センター 

  069 横浜市中央卸売市場 食肉市場 

新潟 070 阿賀北食肉センター事業協同組合 

  071 長岡市営食肉センター 

  072 新潟市食肉センター 

山梨 073 ㈱山梨食肉流通センター 
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都道府県名 通し番号 施設名称 

長野 074 佐久広域食肉流通センター 

  075 ㈱北信食肉センター 

  076 ㈱長野県食肉公社 松本支社 

  077 ㈱長野県食肉公社 飯田支社 

富山 078 ㈱富山食肉総合センター 

石川 079 石川県金沢食肉流通センター 

岐阜 080 養老町立食肉事業センター 

  081 関市食肉センター 

  082 飛騨食肉センター 

  083 大垣食肉供給センター 

  084 岐阜市食肉地方卸売市場 

静岡 085 御殿場市食肉センター 

  086 岳南食肉センター 

  087 小笠食肉センター 

  088 浜松市と畜場 

愛知 089 半田食肉センター 

  090 名古屋市中央卸売市場 高畑市場 名古屋市と畜場 

 091 豊田市食肉センター 

  092 ㈱東三河食肉流通センター 

三重 093 四日市市食肉センター 食肉地方卸売市場 

  094 三重県松坂食肉流通センター 

  095 熊野市と畜場 

  096 伊賀地区広域市町村圏事務組合 伊賀食肉センター 

滋賀 097 京滋畜産㈱ 大津と畜場 

  098 近江八幡市と畜場 

京都 099 亀岡市食肉センター 

  100 福知山市食肉センター 

  101 京都市中央卸売市場 第二市場 

大阪 102 南大阪食肉市場㈱ 

  103 羽曳野市立南食ミートセンター 

  104 貝塚市立と畜場 

  105 大阪市中央卸売市場 南港市場 

兵庫 106 加古川地方卸売市場 

  107 福崎食肉センター 

  108 新宮町食肉センター 

  109 宍栗食肉センター 

  110 和田山町と畜場 
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都道府県名 通し番号 施設名称 

兵庫 111 淡路食肉センター 

  112 姫路市食肉地方卸売市場 姫路市食肉センター 

  113 神戸市中央卸売市場 西部市場 

  114 三田食肉センター 

  115 西宮市食肉センター 

奈良 116 奈良県食肉流通センター 

和歌山 117 新宮市食肉処理場 

  118 和歌山市立食肉処理場 

鳥取 119 ㈱鳥取県食肉センター 

島根 120 ㈱島根県食肉公社 

岡山 121 津山市食肉処理センター 

  122 井原市食肉センター 

  123 岡山県営食肉地方卸売市場 

  124 倉敷と畜場 

  125 玉野簡易と畜場 

  126 吉田簡易と畜場 

広島 127 全国農業協同組合連合会 広島県本部 三次食肉加工センター 

  128 広島市中央卸売市場 食肉市場 

  129 福山市食肉センター 

山口 130 周東町食肉センター 

  131 柳井市営と畜場 

 132 周南地区食肉センター 

  133 防府市と畜場 

  134 宇部市食肉センター 

徳島 135 徳島市立食肉センター 

 136 日本ハム㈱ 徳島工場付設と畜場 

  137 全国農業協同組合連合会 徳島県本部 鳴門食肉センター 

  138 美馬食肉センター 

  139 ㈱三好食肉センター 

香川 140 高松市食肉センター 

  141 ㈱香川県畜産公社 

  142 香川県農業協同組合 四国大川支部 畜産センター 

  143 小豆地区広域行政事務組合 土圧と畜場 

愛媛 144 宇和島地区広域事務組合 食肉センター 

  145 県農えひめアイパックス㈱ と畜場 

高知 146 中村市営食肉センター 

  147 高知県広域食肉センター 
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都道府県名 通し番号 施設名称 

福岡 148 県南食肉センター協同組合 

  149 九州協同食肉㈱ 

  150 吉井町営と畜場 

  151 北九州市立食肉センター 

  152 福岡市中央卸売市場 臨海市場 

佐賀 153 太良食肉センター 

  154 佐賀県食肉センター 

長崎 155 日本フードパッカー㈱ 諌早工場と畜場 

  156 日本フードパッカー㈱ 川棚工場と畜場 

  157 下五島食肉センター 

  158 国見町食肉センター 

  159 佐世保市と畜場 地方卸売市場 

熊本 160 ㈱熊本畜産流通センター 

  161 人吉球磨広域行政組合食肉センター 

  162 千興ファーム食肉センター 

  163 熊本市食肉地方卸売市場 

大分 164 大分ひた農業協同組合食肉センター 

 165 九州食肉㈱ 大分工場 

  166 大分県畜産公社 

宮崎 167 都城市食肉センター 

  168 延岡市食肉センター 

  169 小林市食肉センター 

  170 ㈱丸正フーズ 

  171 ㈱ミヤチク 高崎工場 

  172 ㈱ミヤチク 都農工場 

  173 南日本ハム㈱ 

  174 宮崎市食肉センター 

鹿児島 175 加世田市食肉センター 

  176 プリマハム㈱ 鹿児島工場 

  177 南九州畜産興業㈱ 末吉と畜場 

  178 垂水市食肉センター 

  179 日本フードパッカー鹿児島㈱ 

  180 ㈱鹿児島くみあい食肉南薩工場 

 181 ㈱鹿児島くみあい食肉鹿屋工場 

  182 志布志町食肉センター 

  183 サンキョーミート㈱ 

  184 ㈱阿久根食肉流通センター 
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都道府県名 通し番号 施設名称 

鹿児島 185 協同組合南州高山ミートセンター 

  186 鹿児島市食肉センター 

  187 中種子と畜場 

  188 屋久町と畜場 

  189 名瀬市食肉センター 

  190 喜界町と畜場 

  191 瀬戸内と畜場 

  192 沖永良部と畜場 

  193 与論町と畜場 

  194 徳之島三ヵ町と畜場組合 

沖縄 195 ㈱沖縄県食肉センター 

  196 ㈱中部食肉センター 

  197 久米島と畜場 

 198 ㈱宮古食肉センター 

  199 ㈱八重山食肉センター 

  200 与那国町食肉処理場 

 

資料：全国食肉センター協議会 （社）中央畜産会 

「全国食肉処理施設基礎的事業実態報告書」 
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（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 
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（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 
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（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 



 

 

（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 
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（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 
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（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 
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（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 



 

 

（最大桁数：Ｎ→全角かな漢字、Ｘ→半角カナ英数、9→数字） 

資料：財団法人 食品流通構造改善促進機構 

「食肉ＥＤＩ標準メッセージ（第２次バージョン）データ項目集」 
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国産牛肉トレーサビリティ導入手引書 

（販売業者編：電子伝達・記録・保存） 
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